
 議案第７６号 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年２月４日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

墨田区立公園条例（昭和４０年墨田区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

 （許可申請書の記載事項） 

第５条 法第５条第１項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 公園施設の設置の許可申請書 

  ア 申請者の住所、氏名及び職業（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。） 

  イ 公園施設の種類及び数量 

  ウ 公園施設の設置目的 

  エ 公園施設の設置期間 

  オ 公園施設の設置場所 

  カ 公園施設の管理組織 

  キ 公園施設の管理規則及び経理計画 

  ク 公園施設の構造及び規模 

  ケ 公園施設の設置工事の期間 

  コ 公園施設の設置工事費の調達計画 

  サ アからコまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項 

 ⑵ 公園施設の管理の許可申請書 

  ア 申請者の住所、氏名及び職業 

  イ 公園施設の所在、種類及び数量 



  ウ 公園施設の管理目的 

  エ 公園施設の管理期間 

  オ 公園施設の管理組織 

  カ 公園施設の管理規則及び経理計画 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項 

 ⑶ 許可を受けた事項の変更の許可申請書 

  ア 申請者の住所、氏名及び職業 

  イ 変更する事項 

  ウ 変更する理由 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、区長が指示する事項 

 第７条の見出し及び同条第１項中「又は公園施設」を削る。 
 第１２条第２項中「７０円」を「９０円」に改める。 
 第１３条第１０号中「第２５条の４第２号」を「第２８条第２号」に改める。 
 別表第３を次のように改める。 
別表第３ 
 土地の使用料 

種      別 単      位 金      額 

土 地 １平方メートル、１月 ２，０３１円 

 別表第５中「１，５８３円」を「１，８５６円」に、「７０３円」を「８２５円」

に、「１，１７３円」を「１，３７５円」に、「４６９円」を「５５０円」に、「８ 

６５円」を「１，０３８円」に、「３５１円」を「４１２円」に、「５８６円」を 

「６８７円」に、「９８７円」を「１，１８４円」に、「９，３６０円」を「１０，

８００円」に、「１４，６２５円」を「１６，８７５円」に、 

 

そ の 他 の 占 用 １平方メートル、１日 ３９円 

 

を 

 

「 

」 



 

墨田区立隅田公園（区長が

別に指定する区域内に限

る。）における事業又は営

業活動を伴う占用 

１平方

メート

ル 

午前６時から

午前１０時ま

で 

２３円 

午前１０時か

ら午後４時ま

で 

 

３４円 

午後４時から

午後１０時ま

で 

３４円 

そ の 他 の 占 用 １平方メートル、１日 ４５円 

 

に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第５条及び第１３条第１

０号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１２条第２項、別表第３及び別表第５の規定は、この

条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は占用に係る占用料から適用する。 

 

（提案理由） 

 固定資産税に係る固定資産の評価替え等に伴い、公園の土地等の使用料等の上限額

を改定するとともに、墨田区立隅田公園における事業又は営業活動を伴う占用に係る

占用料を定めるほか、所要の改正をする必要がある。 

「 

」


